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燃料電池自動車用水素供給設備整備事業交付要綱 

（制定）平成２７年５月２２日付２７都環公総地第２７９号 

（改正）平成２８年５月１７日付２８都環公総地第３１５号 

（改正）平成２９年６月２０日付２９都環公総地第５６８号 

（改正）平成３１年３月１９日付３０都環公地温第１７５９号 

（改正）令和２年１０月１４日付２都環公地温第１２８９号 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、燃料電池自動車用水素供給設備整備事業実施要綱（平成27年３月25日付26環

エ計第407号東京都環境局長決定。以下「実施要綱」という。）第８条第３項の規定に基づき、公

益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）が東京都（以下「都」という。）の委託を

受け事務を執行する燃料電池自動車用水素供給設備整備事業（以下「本事業」という。）におけ

る助成金（以下「本助成金」という。）の交付に関する必要な手続等を定め、業務の適正かつ確

実な執行を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、実施要綱に定めるとおりとする。 

２ 実施要綱第２条第五号ただし書に規定する中小事業者と認めないものは、都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第34号）第４条第１項第一号アからオ

までに掲げる要件に該当するものとする。 

 

（助成対象者）  

第３条 本助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、実施要綱第４条に規定

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは助成対象者としない。 

一 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

二 暴力団員等（暴排条例第２条第三号に規定する暴力団員及び同条第四号に規定する暴力団関

係者をいう。以下同じ。） 

三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に

該当する者があるもの 

 

（助成対象設備の要件）  

第４条 本助成金の交付対象となる設備（以下「助成対象設備」という。）は、実施要綱第５条

に定めるものであって、次の各号に掲げる水素供給設備の種別に応じ、当該各号に定める設備

が完成した日が、平成26年12月26日以降のものとする。 
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 ア 定置式の水素供給設備 当該設備に係る一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令

第53号）第31条第２項に規定する製造施設完成検査証の発行年月日  

 イ 移動式の水素供給設備 当該設備に係る一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令

第53号）第31条第２項に規定する製造施設完成検査証の発行年月日又は一般高圧ガス保安

規則第８条第２項第一号リの規定に基づき、当該設備を運用する場所（東京都内（以下

「都内」という。）に限る。）を都知事に届け出た日のいずれか遅い日 

 

（助成対象経費）  

第５条 本助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、実施要綱第６条第

１号に規定する経費として別表１に掲げるものであって、公社が必要かつ適切と認めたものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、手形により支払われた経費は助成対象経費としない。 

３ 助成対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事などを含む。）がある場合に

あっては、利益等を排除した経費を助成対象経費とするものとする。ただし、当該調達分が、一

般の競争の結果最低価格であった場合においてはこの限りではない。 

 

（本助成金の額） 

第６条 本助成金の交付額は、実施要綱第７条第１項に定める金額とする。この場合において、本

助成金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する本助成金の交付額は、別表２の上限額の欄に掲げる

額を上限とする。 

 

（事業計画の提出） 

第７条 本助成金の交付申請を予定する助成対象者（以下「申請予定者」という。）は、一般社

団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が実施する「燃料電池自動車

用水素供給設備設置補助事業」（以下「国事業」という。）に係る補助金（以下「国補助金」

という。）の交付決定のあった日以降に、事業計画書（第１号様式）及び別表３に掲げる書類

（以下「事業計画書」という。）を公社に提出することができる。 

 

(事業計画の確認等) 

第８条 公社は、前条の規定により事業計画書の提出を受けたときは、当該提出を受けた日の翌

日から起算して30日以内（次項の規定により公社が事業計画書の補正を求めた場合にあって

は、当該補正に要した期間を除く。）に、その内容を確認し、当該事業計画書に記載される水

素供給設備が第４条に規定する助成対象設備として適当であると認めるときは、その旨を事業

計画確認通知書（第２号様式）により、申請予定者に通知するものとする。 

２ 公社は、前条の規定により提出を受けた事業計画書に不備等がある場合は、当該事業計画書
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を提出した申請予定者に対し、その補正を求めることができる。 

３ 前項の場合において、公社が申請予定者に補正を求めたにもかかわらず、当該申請予定者

が、公社が補正を求めた日の翌日から起算して60日以内に、当該補正がなされた事業計画書を

提出しないときは、当該事業計画書の提出は、撤回されたものとみなす。 

４ 第１項の規定による通知は、本助成金の交付申請の受付及び交付決定に関して、優先的な扱

いを認めるものではない。 

 

（事業計画の変更等に係る届出） 

第９条 前条第１項の規定による通知を受けた申請予定者は、本助成金の交付申請を行わないこと

としたときには、速やかに事業計画中止届（第３号様式）を公社に提出するものとする。 

２ 前条第１項の規定による通知を受けた申請予定者は、第７条の規定により提出した事業計画に

著しい変更が生じた場合には、速やかに事業計画変更届（第４号様式）を公社に提出するものと

する。 

 

（本助成金の交付申請） 

第１０条 本助成金の交付を受けようとする助成対象者は、国補助金において交付すべき額が確定

し、その旨の通知を受けた後に、公社が別に定める期間（天災地変等申請者の責めに帰すること

のできない理由として公社が認めるものがある場合にあっては、公社が認める期間）に、助成金

交付申請書（第５号様式）、誓約書（第６号様式）、取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（第

７号様式）及び別表４に掲げる書類を公社に提出するものとする。 

２ 前項の規定による申請は、複数の水素供給設備に関し申請をする場合にあっては、一の設備（移

動式の水素供給設備にあっては１台の車両）ごとに申請を行わなければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、国事業において、複数年度事業として申請している場合、最終年

度の国補助金の交付すべき額が確定した後に、申請を行わなければならない。 

４ 第１項の規定による申請は、先着順に受け付けるものとし、本助成金の交付申請額の合計が公

社の予算の範囲を超えた日（以下「予算超過日」という。）をもって、申請の受付を終了する。 

５ 前項の規定にかかわらず、予算超過日に複数の申請があった場合は、当該複数の申請について

抽選を行い、本助成金の交付申請額の合計が公社の基金を超えない範囲で受理する申請を決定す

る。 

 

（本助成金の交付決定及び助成額の確定）  

第１１条 公社は、前条第１項の規定により本助成金の交付の申請を受けた場合は、当該申請の内

容についての書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、公社の基金の範囲内で本助成金

の交付又は不交付の決定を行い、交付する場合にあっては交付すべき本助成金の額を確定する。 

２ 公社は、前条第１項の規定による申請をした助成対象者に対し、前項の決定において、本助成

金を交付する場合にあっては助成金交付決定通知書（第８号様式）により、不交付とする場合に
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あっては助成金不交付決定通知書（第９号様式）により通知するものとする。 

 

（交付の条件）  

第１２条 公社は、前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たっては、本事業の目的を達

成するため、次に掲げる条件を付すものとする。 

一 本要綱並びに本助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の

注意をもって助成事業（助成対象経費に関し、前条第２項の規定により本助成金の交付決定の

通知を受けた助成対象事業をいう。以下同じ。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）を管理するとともに、本助成金の交付の目的に従って、その効率的な

運用を図ること。 
二 公社が助成事業の適正な執行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうと

するときは遅滞なくこれに応ずること。 

 

（移動式の水素供給設備に係る助成事業） 

第１３条 第11条第２項の規定により本助成金の交付決定の通知を受ける助成対象者（以下「被交

付者」という。）が移動式の水素供給設備に係る助成事業を行う場合、次に掲げる事項を遵守する

ものとする。 

一 当該水素供給設備を都内のみで運用すること。 

二 当該水素供給設備を運用する場所（以下「運用場所」という。）の追加、変更又は廃止をしよ

うとするときは、当該追加、変更又は廃止を行う日までに、移動式水素供給設備運用場所変更届

（第10号様式）を公社に届け出ること。ただし、被交付者が、該当する水素供給設備について燃

料電池自動車用水素供給設備の設備運営費の助成金交付要綱（以下「運営事業交付要綱」とい

う。）に規定する助成事業内容変更申請書又は変更届出書を提出したときは、当該提出をもって

移動式水素供給設備運用場所変更届の届出に代えることができる。 

 

（申請の撤回）  

第１４条 被交付者は、第11条第１項の規定による本助成金の交付決定の内容又はこれに付された

条件に異議があるときは、同条第２項の規定による本助成金の交付決定の通知を受領した日から

14日以内に助成金交付申請撤回届出書（第11号様式）を公社に提出し、申請の撤回をすることが

できる。  

２ 公社は、前項の助成金交付申請撤回届出書（第11号様式）の提出があったときは、その内容を、

都に報告するものとする。  

 

（助成事業の内容変更に伴う届出） 

第１５条 被交付者は、第12条第二号の規定による報告を行う期間、被交付者の住所、名称、代表

者氏名及び登録印の変更があった場合は、速やかに変更届出書（第12号様式）を公社に提出しな
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ければならない。ただし、被交付者が、該当する水素供給設備について運営事業交付要綱に規定

する助成事業内容変更申請書又は変更届出書を提出している場合は、当該提出をもって変更届出

書の届出に代えることができる。 

 

（助成金の請求及び交付） 

第１６条 被交付者は、第11条第２項の助成金交付決定通知書（第８号様式）を受領後速やか

に、助成金請求書（第13号様式）を公社に提出しなければならない。ただし、第14条第１項の

申請の撤回を行う場合においてはこの限りでない。 

２ 公社は、前項の規定により請求を受けた場合は、その内容を確認し、妥当であると認めたも

のについて、本助成金の交付を行うものとする。 

 

（債権譲渡の禁止）  

第１７条 被交付者は、第11条第１項の規定による本助成金の交付決定によって生じる権利の全部

又は一部を、第三者に対して譲渡をし、又は承継をさせてはならない。ただし、公社の承認を事

前に得た場合にあってはこの限りではない。 

２ 公社は、前項ただし書の承認に当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとする。  

 

（交付決定の取消し）  

第１８条 公社は、被交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条第１項の規定による

本助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

一 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。  

二 交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき。 

三 本事業に係る公社の指示に従わなかったとき。  

四 交付決定を受けたもの（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従

業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

五 その他本助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの要綱に

基づく処分若しくは指示に違反したとき。 

２ 公社は、前項の規定による取消しを行うに当たっては、あらかじめ都の承認を受けるものとす

る。 

３ 公社は、第１項の規定による取消しを行った場合は、速やかに当該被交付者に通知するものと

する。  

４ 本事業に係る都から公社への委託が終了しているときは、第１項の取消しは都が行うものとす

る。この場合において、前３項の規定を準用する。 

 

（稼働状況等の報告） 

第１９条 被交付者は、交付決定の通知を受けた日の翌月から起算して当該日の属する年度の末日
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までの水素供給設備の稼働状況等について、設備使用状況報告書（第14号様式）により公社に対

し報告を行うこと。ただし、被交付者が、該当する水素供給設備について運営事業交付要綱に規

定する実績報告書を提出したときは、当該提出をもって設備使用状況報告書の報告に代えること

ができる。 

２ 取得財産等について取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（第７号様式）により管理するこ

と。この場合において、取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（第７号様式）を前項の規定に

より提出する設備使用状況報告書（第14号様式）に添付して公社に提出すること。 

 

（本助成金の返還）  

第２０条 公社は、被交付者に対し、第18条第１項の規定による取消しを行った場合において、既

に交付を行った本助成金があるときは、当該被交付者に対し、期限を付して当該本助成金の全部

又は一部の返還を請求するものとする。  

２ 被交付者は、前項の規定により本助成金の返還の請求を受けたときは、公社が指示する期限ま

でに、当該本助成金を公社に返還しなければならない。  

３ 被交付者は、前項の規定により本助成金を返還したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第

15号様式）を提出しなければならない。  

４ 本事業に係る都から公社への委託が終了し、第18条第４項において準用する同条第１項により

都が取消を行ったときは、第１項の返還の請求は都が行うものとする。この場合においては、前

３項の規定は、都が行う取消しについて準用する。 

 

（違約加算金）  

第２１条 公社は、第18条第１項の規定による取消しを行った場合において、被交付者に対し前条

第１項の規定により返還請求を行ったときは、当該被交付者に対し、本助成金の受領の日から納

付の日までの日数（公社の事務処理に係る期間として公社が認める日数を除く。）に応じ、返還

すべき額につき年10.95 パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金を請求するものとする。  

２ 被交付者は、前項の規定による違約加算金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなけれ

ばならない。 

３ 被交付者は、前項の規定により違約加算金を納付したときは、公社に対し、助成金返還報告書

（第15号様式）を提出しなければならない。 

４ 前３項の規定は、第18条第４項において準用する同条第１項により都が取消を行った場合につ

いて準用する。 

 

（延滞金）  

第２２条 公社は、被交付者に対し、第20条第１項の規定により本助成金の返還を請求した場合で

あって、当該被交付者が、公社が指定する期限までに当該返還を請求した金額（違約加算金があ

る場合には当該違約加算金を含む。）を納付しなかったときは、当該被交付者に対し、納付期限
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の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年10.95 パーセントの割合を乗じて計

算した延滞金を請求するものとする。  

２ 被交付者は、前項の規定による延滞金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければな

らない。  

３ 被交付者は、前項の規定により延滞金を納付したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第

15号様式）を提出しなければならない。 

４ 前３項の規定は、第20条第４項の規定により都が返還の請求を行った場合について準用する。 

 

（他の助成金等の一時停止等） 

第２３条 公社は、被交付者に対し、本助成金の返還を請求し、被交付者が当該本助成金、違約加

算金又は遅延金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付す

べき助成金その他の給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該

給付金と未納付額とを相殺するものとする。 

２ 本事業に係る都から公社への委託が終了している場合にあっては、都が前項の一時停止又は相

殺を行うものとする。 

 

（処分の制限）  

第２４条 被交付者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が１件当たり50万円以上の

ものの処分（本助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は

担保に供することをいう。以下同じ。）をしようとするときは、あらかじめ公社の承認を得なけ

ればならない。ただし、別表５の左欄に掲げる取得財産等ごとに当該右欄に掲げる処分制限期間

を経過した場合は、この限りでない。 

２ 被交付者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、財産処分承認申請書（第16号

様式）を公社に提出しなければならない。 

３ 公社は、第１項の承認をしようとする場合は、被交付者に対し、助成金等交付財産の財産処分

承認基準（平成26年４月１日付26都環公総地第６号）第３ ２に定める方法により算出した額（以

下「算出金」という。）を請求するものとする。 

４ 被交付者は、前項の規定により算出金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければな

らない。 

５ 公社は、前項の規定により、被交付者から算出金が納付され、処分を承認したときは、速やか

に財産処分承認書（第17号様式）により、当該被交付者に通知するものとする。 

６ 本事業に係る都から公社への委託の終了後に被交付者が取得財産等の処分をしようとすると

きは、当該被交付者はあらかじめ都の承認を受けなければならない。この場合において、前五項

の規定は、委託の終了後に取得財産等の処分をしようとする被交付者について準用する。 

 

（助成事業の経理）  
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第２５条 被交付者は、助成事業の経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備しなけ

ればならない。  

２ 被交付者は、前項の書類について、第11条第１項の規定により公社が本助成金の交付決定をし

た日の属する公社の会計年度の終了の日から前条第１項に定める処分制限期間を超過するまで

の間保存しておかなければならない。 

  

（調査等）  

第２６条 公社は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、被交付者に対

し、本事業に関し報告を求め、被交付者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査し、

又は関係者に質問することができる。  

２ 被交付者は、前項の規定による報告の徴収、事業所等への立入り及び物件の調査に応じなけれ

ばならず、並びに同項の規定による関係者への質問を妨げてはならない。 

３ 本事業に係る都から公社への委託が終了している場合にあっては、都が第１項の報告の徴収、

物件の調査及び関係者への質問を行うことができる。この場合において前項の規定は、都が行う

報告の徴収、物件の調査及び関係者への質問について準用する。 

 

（個人情報等の取扱い）  

第２７条 公社は、本事業の実施に関して知り得た申請者（申請予定者を含む。以下本条において

同じ。）に係る個人情報及び企業活動上の情報（以下「個人情報等」という。）については、本

事業の目的を達成するために必要な範囲において、都に提供することができる。  

２ 前項及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た申請者の個人

情報等について、本人の承諾なしに、第三者に提供しないものとする。  

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第２８条 次の各号に掲げる本事業に係る手続き及び事務については、公社が指定する電子情報処

理組織を使用する方法により行うことができる。 

 一 第１０条第１項の規定に基づく本助成金の交付の申請 

 二 第１１条第２項の規定に基づく本助成金の交付又は不交付の決定の通知 

 三 第１３条二号の規定に基づく設備を運用する場所の追加、変更又は廃止に伴う届出 

 四 第１４条第１項の規定に基づく申請の撤回 

 五  第１５条の規定に基づく助成事業の内容変更に伴う届出 

 六 第１６条第１項の規定に基づく本助成金の交付の請求 

 七 第１８条第３項の規定に基づく交付決定の取消しの通知 

 八 第１９条の規定に基づく稼働状況等の報告 

 九 第２０条第３項の規定に基づく助成金の返還の報告 

 十 第２１条第１項の規定に基づく違約加算金の請求及び同条第３項の規定に基づく返還の報
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告 

 十一 第２２条第１項の規定に基づく延滞金の請求及び同条第３項の規定に基づく返還の報告 

 十二 第２４条第２項に基づく財産処分承認申請書の提出及び同条第５項の規定に基づく承認

の通知 

 

（その他必要な事項）  

第２９条 この要綱に定めるもののほか、本事業の円滑かつ適正な運営を行うため必要な事項は、

公社が別に定める。  

 

附 則（平成27年５月22日付27都環公総地第279号）  

 この要綱は、平成27年５月22日から施行し、平成26年12月26日から適用する。 

附 則（平成28年５月17日付28都環公総地第315号）  

この要綱は、平成28年５月17日から施行する。 

附 則（平成29年６月20日付29都環公総地第568号）  

この要綱は、平成29年６月20日から施行する。 

附 則（平成31年３月19日付30都環公地温第1759号）  

この要綱は、平成31年３月19日から施行する。 

  附 則（令和２年10月14日付２都環公地温第1289号） 

この要綱は、令和２年10月14日から施行する。 
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別表１（第５条関係） 
助成対象経費 

１．水素供給設備機器費（水素供給設備一式）  
助成対象事業の実施に必要なものとして次に掲げる設備及び機器に要する経費  
(1) 受電設備  
(2) 原料ガス設備  
(3) 水素製造装置  
(4) 液化水素貯槽・気化器  
(5) 水素燃料輸送用設備・接続装置  
(6) 圧縮機  
(7) 蓄圧器  
(8) ディスペンサー  
(9) プレクーラー  
(10) 冷却水装置  
(11) 計装空気設備・窒素設備  
(12) 散水設備・貯水槽  
(13) 制御装置・監視装置・検知警報設備  
(14) その他燃料電池自動車に燃料として水素を供給するために必要な設備 
 
２．設計費  
助成対象事業の実施に必要な設計に係る経費として次に掲げるもの  
(1) 設計費（土質調査及び測量に係る経費を含む。）  
(2) 官公庁への申請に係る経費  
 
３．設備工事費  
助成対象事業の実施に必要な工事に要する経費として次に掲げるもの 
(1) 基礎工事費  
(2) 撤去工事費  
(3) 現地配管工事費  
(4) 据付工事費  
(5) 試運転調整費  
(6) 舗装工事費  
(7) 給排水設備工事費  
(8) 照明設備工事費  
(9) 電気工事費  
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４．工事負担金 
助成対象事業の実施に必要な工事負担に要する経費として次に掲げるもの  
(1) 本支管工事負担金（敷地外における中圧ガス本支管工事に関する工事負担金をいい、助成対

象者がガス事業者の場合を除く。）  
(2) 給水配管・排水配管工事負担金  
(3) 電気の供給設備に関する工事費負担金 
 
５．諸経費・管理費  
助成対象事業の実施に必要な経費として次に掲げるもの 
(1) 共通仮設費  
(2) 現場管理費  
(3) 一般管理費  
(4) 諸経費   

 
別表２（第６条関係） 
本助成金の交付額の上限額 

水素供給 

設備の 

種類 

水素供給 

能力 

（Nm3/h） 

供給方式 

上限額（百万円） 

助成対象者の種別 

大規模事業者 中小事業者 

定置式 

300以上 

オンサイト方式 

（燃料電池バス対応） 
390 

オフサイト方式 

（燃料電池バス対応） 
350 

オンサイト方式 

（燃料電池バス対応を除く。） 
174 290 

オフサイト方式 

（燃料電池バス対応を除く。） 
150 250 

50以上 

300未満 

オンサイト方式 132 220 

オフサイト方式 108 180 

移動式 50以上 ― 120 120 

液化水素対応設備※1 24※２ 40 

※１ 液化水素対象設備の助成対象範囲は、別表１の１（４）「液化水素貯槽・気化器」に係る設

備及び当該設備の「設計、工事、諸経費等一式」とする。オフサイト方式設備に付加して申請

するが、「オフサイト方式」、「液化水素対応設備」の助成対象経費は分離して計上し、それ

ぞれに別表２の上限額を適用するものとする。 
※２ 燃料電池バス対応の場合は、40（百万円）を上限とする。 
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別表３（第７条関係） 
事業計画書提出に必要な添付書類 

書類名 備考 

国補助金の交付申請書 国補助金の交付規程（以下「国規程」という。）第６条第１項

に基づくセンターへの申請に係る全ての書類の写し 

国補助金の交付決定書 国規程第７条第２項の規定に基づきセンターが発行する交付決

定通知書（様式第２）の写し 

申請者の証明書類 

申請者が法人（地方公共団体が出資する法人を含む。）の場合

（連名で申請をする場合を含む。） 
① 登記簿謄本の写し又は現在事項（又は履歴事項）全部証明書

（発行から３か月以内のものに限る。写しでも可。） 
② 財務諸表（直近１か年分）  
③ 印鑑証明書（発行から３か月以内のものに限る。写しでも

可。） 

申請者が個人事業者の場合（連名で申請をする場合を含む。） 
① 運転免許証又は写真付き住民基本台帳カード若しくはパス

ポートの写し 
② 確定申告書Ｂ（直近１か年分）又は銀行の当座預金口座開設

に関する証明書（発行から３か月以内のものに限る。）の写

し 
③ 印鑑証明書（発行から３か月以内のものに限る。写しでも

可。） 

（中小事業者の場合） 
中小事業者であることが確認

できる書類 

従業員数が確認できる公的書類（現在事項（又は履歴事項）全

部証明書又は財務諸表で中小事業者であることが確認できる場

合は不要） 

その他公社が別に定めるもの  
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別表４（第１０条関係） 
交付申請に必要な添付書類 

書類名 備考 

国補助金の交付申請書※ 国規程第６条第１項に基づくセンターへの申請に係る全ての書

類の写し 

国補助金の交付決定書※ 国規程第７条第２項の規定に基づきセンターが発行する交付決

定通知書（様式第２）の写し 

申請者の証明書類※ 
（書面提出の場合に限る。） 

申請者が法人（地方公共団体が出資する法人を含む。）の場合

（連名で申請をする場合を含む。） 
① 登記簿謄本の写し又は現在事項（又は履歴事項）全部証明書

（発行から３か月以内のものに限る。写しでも可。） 
② 財務諸表（直近１か年分） 
③ 印鑑証明書（発行から３か月以内のものに限る。写しでも

可。） 

申請者が個人事業者の場合（連名で申請をする場合を含む。） 
① 運転免許証又は写真付き住民基本台帳カード若しくはパス

ポートの写し 
② 確定申告書Ｂ（直近１か年分）又は銀行の当座預金口座開設

に関する証明書（発行から３か月以内のものに限る。）の写

し 
③ 印鑑証明書（発行から３か月以内のものに限る。写しでも

可。） 

（定置式の水素供給設備の場

合） 
水素供給設備の完成検査証 

一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号）第 31

条第２項に規定する製造施設完成検査証の写し 

（移動式の水素供給設備の場

合） 
水素供給設備の完成検査証又

は運用場所の届け出 

一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号）第 31

条第２項に規定する製造施設完成検査証の写し又は一般高圧ガ

ス保安規則第８条第２項第１号リの規定に基づき水素供給設備

を運用する場所を都知事へ届け出た書面の写し 

国補助金の実績報告書 
国規程第 14 条第 1 項に基づくセンターへの実績報告に係る全

ての書類の写し 

国補助金の確定通知書 
国規程第 15 条第１項の規定に基づきセンターが発行する確定

通知書（様式第 10）の写し 

中小事業者であることが確認

できる書類※ 
（中小事業者が書面提出する

従業員数が確認できる公的書類（現在事項（又は履歴事項）全

部証明書又は財務諸表で中小事業者であることが確認できる場

合は不要） 
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場合に限る。） 

その他公社が別に定めるもの  
※事業計画書を既に提出しており変更がない場合、添付不要 
 
別表５（第２４条関係） 
取得財産等の処分制限期間 

取得財産等 処分制限期間 

水素供給設備 

受電設備、原料ガス設備、水素製造装置、 

液化水素貯槽・気化器、 

水素燃料輸送用設備・接続装置、圧縮機、 

蓄圧器、ディスペンサー、プレクーラー、 

冷却水装置、計装空気設備・窒素設備、 

散水設備・貯水槽、 

制御・監視・検知警報設備等 

その他水素を燃料として燃料電池自動車に供給す

るために必要な設備 

８年 

工事負担金 

敷地外の中圧ガス本支管工事に関する負担金、 

給水配管/排水配管工事に関する負担金 

電気の供給設備に関する工事費負担金 

[無形固定資産で全額償却（定額）] 

１５年 

（注）この表に定める財産以外のものの処分制限期間については、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める期間によるものとする。 

 


